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附属書 A（規定）電池又は測定対象の回路から電源供給を受ける可搬形の試験及び計測用の電気装置に対
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 61326-1:2017 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 61326 規格群［計測用，制御用及び試験室用の電気装置－電磁両立性（EMC）要求事項］は，次

に示す部で構成する。 

JIS C 61326-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS C 61326-2-1 第 2-1 部：個別要求事項－EMC 防護が施されていない感受性の高い試験用及び測定

用の装置の試験配置，動作条件及び性能評価基準 

JIS C 61326-2-2 第 2-2 部：個別要求事項－低電圧配電システムで使用する可搬形の試験用，測定用

及び監視用の装置の試験配置，動作条件及び性能評価基準 

JIS C 61326-2-3 第 2-3 部：個別要求事項－一体形又は分離形信号変換機能をもつトランスデューサ

の試験配置，動作条件及び性能評価基準 

JIS C 61326-2-6 第 2-6 部：個別要求事項－体外診断用医療機器 

JIS C 61326-3-1 第 3-1 部：安全関連システム及び安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置

に対するイミュニティ要求事項－一般工業用途 
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計測用，制御用及び試験室用の電気装置－ 

電磁両立性（EMC）要求事項－ 

第 1 部：一般要求事項 

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use- 

EMC requirements-Part 1: General requirements 

 
序文 

この規格は，2020 年に第 3 版として発行された IEC 61326-1 を基に，技術的内容を変更して作成した日

本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，交流 1 000 V 未満若しくは直流 1 500 V 未満の，電源若しくは電池で動作する電気装置，又

は測定対象の回路からの電源で動作する電気装置の電磁両立性（EMC）に関するイミュニティ及びエミッ

ションの要求事項について規定する。この規格は，工業用計測分野，工業プロセス分野，工業製造分野及

び教育分野での使用を意図した電気装置に適用する。これらの電気装置には，工業地域又は非工業地域で

の使用を意図した，次の装置及び計算機器を含む。 

－ 計測及び試験用の装置 

－ 制御用の装置 

－ 試験室用の装置 

－ これらの装置と一緒に使用することを意図した付帯装置（例えば，サンプルを取り扱う装置） 

情報技術装置（ITE）の適用範囲内にあって，適用可能な ITE の EMC 規格に適合する計算機器，そのア

センブリ及び類似の装置は，これらが意図した電磁環境に適用可能な場合，追加試験をしないでこの規格

の適用範囲にあるシステム内で使用することが可能である。 

一般に，この規格（製品群規格）は，EMC 共通規格に優先する。 

注記 1 国際電気標準会議（IEC）では，EMC に関連する規格を製品規格，製品群規格，共通規格及び

基本規格の 4 分類と規定している（IEC Guide 107:2014 参照）。 

この規格は，次の電気装置に適用する。 

a) 計測及び試験用の電気装置 計測及び試験用の電気装置は，電気的手段によって，一つ以上の電気量

又は非電気量を計測，表示又は記録する装置であり，また，信号発生器，計測用標準器，電源及びト


